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長崎市告示第 ２６０ 号 

 

長崎市屋外広告物条例施行規則（平成９年長崎市規則第６号。以下「規則」

という。）別表第４第１項の表に規定する第２種許可地域の区域を次のよう

に指定したので、告示する。 

なお、平成１９年長崎市告示第２５１号において、４許可地域として指定

した区域の指定は、廃止する。 

 

平成２３ 年４月１日 

 

            長崎市長  田 上 富 久 

 

 

１ 第２種許可地域 

(1) 規則別表第４第１項の表、第２種許可地域の項 第３号の規定により

指定する区域 

  別紙図面１～４に表示する区域 

(2) 規則別表第４第１項の表、第２種許可地域の項 第４号の規定により

指定する区域 

  別紙図面５に表示する区域 

(3) 規則別表第４第１項の表、第２種許可地域の項 第６号の規定により

指定する区域 

   別紙図面６及び７に表示する区域 
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別紙図面１ 

第２種許可地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道２０６号 

西海町 

琴海村松町 
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別紙図面２ 

第２種許可地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

琴海戸根町 

一般国道２０６号
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別紙図面３ 

第２種許可地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道２０６号 

琴海戸根町 

琴海戸根原町 

長浦町 
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別紙図面４ 

第２種許可地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浦町 

一般国道２０６号 
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別紙図面５ 

第２種許可地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道４９９号 

布巻町 
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別紙図面６ 

第２種許可地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般県道長崎漁港村松線 

西海町 
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別紙図面７ 

第２種許可地域 

 

 
 

 

西海町 

臨港道路畝刈琴海線 


